
 

 

 

 

寒川町奨学金貸与条例施行規則を廃止する規則をここに公布する。 

 

令和7年3月19日 

 

寒川町教育委員会教育長 大 川 勝 德 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



寒川町教育委員会規則第2号 

 

寒川町奨学金貸与条例施行規則を廃止する規則 

 

寒川町奨学金貸与条例施行規則（昭和45年教育委員会規則第1号）は、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則による廃止前の寒川町奨学基金貸与条例施行規則第3条、第7条、第8条、

第10条及び第12条の規定は、なお効力を有する。 


